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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月28日(2009.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に伴い前
記内部状態の設定変更が行われる遊技機において、
　一体化状態で設けられ、かつ互いの分離が可能な第１構成体及び第２構成体と、
　操作部に対する所定の有効化操作により前記設定操作を有効化する設定有効化装置とを
備え、
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記第１構成体の少なくとも一部が前記操作部と接近して対向することで前記有効化操作
が阻止され、前記第１構成体と前記第２構成体との分離動作に伴い前記第１構成体の少な
くとも一部が前記操作部と対向しなくなることで前記有効化操作の阻止状態が解除される
ように前記第２構成体に設置したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技に関する内部状態を可変設定する設定変更機能を具備し、所定の設定操作に伴い前
記内部状態の設定変更が行われる遊技機において、
　遊技機前後方向に所定幅をもって構成される第１構成体と、
　前記第１構成体に一体化状態で設けられ、かつ同第１構成体との分離が可能な第２構成
体と、
　操作部に対する所定の有効化操作により前記設定操作を有効化する設定有効化装置とを
備え、
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記第１構成体の前後幅部分が前記操作部と接近して対向することで前記有効化操作が阻
止され、前記第１構成体と前記第２構成体との分離動作に伴い前記前後幅部分が前記操作
部と対向しなくなることで前記有効化操作の阻止状態が解除されるように前記第２構成体
に設置したことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　遊技機前面部を構成し、前方に開放動作可能に設けられた遊技機前面体を備え、
　前記遊技機前面体が閉鎖状態にある場合に前記第１構成体と前記第２構成体との分離動
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作を不可能とし、前記遊技機前面体が開放状態にある場合に前記第１構成体と前記第２構
成体との分離動作を可能とする構成としたことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記前後幅部分が前記操作部を覆うように前記第２構成体に設置したことを特徴とする請
求項２又は３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に前記操作部よりも接近し
た位置で前記前後幅部分に対向する対向部位を前記第２構成体に設けるとともに、
　前記対向部位に、前記操作部に通じる操作用開口部を設けたことを特徴とする請求項２
乃至４のいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記操作用開口部の周りに、前記前後幅部分と前記対向部位との間の隙間を遮蔽する遮
蔽部を設けたことを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記第１構成体に、絵柄を可変表示する絵柄表示装置を設け、
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記絵柄表示装置の上下又は左右の側面部が前記前後幅部分として前記操作部と接近して
対向するように前記第２構成体に設置したことを特徴とする請求項２乃至６のいずれか一
項に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記絵柄表示装置は、周方向に周回すると共にその周方向に複数種の絵柄（図柄）が付
された複数の周回体と、前記周回体を囲うケース部材とを有し、
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記ケース部材の上下又は左右の側面部が前記前後幅部分として前記操作部と接近して対
向するように前記第２構成体に設置したことを特徴とする請求項７に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体とが一体化状態にある場合に
前記操作部が前記絵柄表示装置側を向くように前記第２構成体に設置したことを特徴とす
る請求項７又は８に記載の遊技機。
【請求項１０】
　前記設定有効化装置を、前記第１構成体と前記第２構成体との一体化又は分離の状態に
関わらず遊技機背面側から前記操作部が見えないように前記第２構成体に設置したことを
特徴とする請求項２乃至９のいずれか一項に記載の遊技機。


	header
	written-amendment

